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理事会評議員会

定款第45条～第48条

定款第41条～第44条

日本ユニバーシアード委員会
国際大学スポーツ連盟関連、ユニバーシアード大会関係等

▼

選手強化事業専門部会 
競技者・指導者の育成・支援、NF連携等

※

ナショナルトレーニングセンター専門部会
NTC活用、アカデミー事業、競技別強化拠点等

※

情報・医・科学専門部会
情報収集・分析、医・科学支援、競技間連携等

※

アンチ・ドーピング専門部会
アンチ・ドーピング教育、ドーピング検査関係等

※

オリンピック・ムーブメント事業専門部会
OM推進事業、ミュージアム、スポーツ環境等

◎

アントラージュ専門部会
アントラージュ、女性スポーツ、表彰等

☆

加盟団体審査委員会
加盟審査、加盟団体ガバナンス・コンプライアンス確認等

☆※

国際委員会
国際連携・協力、国際人養成、JICA連携等

▼

利益相反マネジメント委員会
利益相反の適切なマネジメント等

☆

倫理委員会
役職員の倫理に関する事項・通報相談に関する事項等

☆

アスリート委員会
アスリートの権利保護、アスリートからの意見聴取等

◎
事務局

☆ 総務部
◎ オリンピック・ムーブメント推進部
□ 広報部
△ 総合企画部
▼ 国際部
※ 強化部

●財務・広報・マーケティングは、業務執行理事が担当し、必要に応じてタスクフォースを設置し対応

定款第33条～第36条

選手強化本部

定款第37条～第40条

オリンピック・
ムーブメント
事業本部
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